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差別の類型  

自治体名  規定している差別・人権課題  主な関連条文  

川崎市  年齢、性的指向、性自認、出

身、人種、国籍、民族、信条、

障害、性別、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動  

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例  

第 2 条 (1) 不当な差別：人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的

指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をい

う。  

第 12 条  本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止  

大阪府  同和問題、女性、子ども、高齢

者、障害者、外国籍住民、 HIV

感染者、性的少数者（ LGBTQ な

ど）、犯罪被害者等、インターネ

ット上の誹謗中傷など  

大阪府人権尊重の社会づくり条例  

第 2 条  知事は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくり

のための施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。  

第 3 条  人権に関する課題として、同和問題、女性、子ども、高齢

者、障害者、外国籍住民、 HIV 感染者、性的少数者（ LGBTQ など）、犯

罪被害者等及びインターネット上の誹謗中傷など、様々な人権課題に

ついて、社会情勢の変化に対応した施策を講じるものとする。  

北海道  性的指向、性自認、高齢者、子

ども、障害者、アイヌの人々、

インターネット上の人権侵害  

北海道人権施策推進基本条例  

第 3 条  基本理念：性的指向、性自認等を理由とする不当な差別的取

扱いをしてはならない。  

第 6 条  道は、高齢者、子ども、障害者、アイヌの人々、性的少数

者、犯罪被害者等及びインターネット上の人権侵害など、様々な人権

課題について、社会情勢の変化に対応した施策を講じるものとする。  

横浜市  性的指向、性自認、国籍、民

族、障害、性別、年齢、その他

不当な差別  

横浜市人権尊重のまちづくり条例  

第 3 条 (1) 差別等の禁止：何人も、人種、国籍、民族、信条、性別、

年齢、性的指向、性自認、障害その他の事由を理由とする不当な差別

的取扱いをしてはならない。  
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自治体名  規定している差別・人権課題  主な関連条文  

さいたま市  性的指向、性自認、本邦外出身

者に対する不当な差別的言動  

さいたま市差別のない人権尊重のまちづくり条例  

第 2 条  基本理念：何人も、性別、性的指向、性自認、年齢、障害、

国籍、民族、人種、信条その他の事由を理由として、不当な差別的取

扱いをすることなく、お互いの人権を尊重しなければならない。  

第 3 条  本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止：何人も、本

邦外出身者に対する不当な差別的言動をしてはならない。  

福岡市  性的指向、性自認、障害者、本

邦外出身者  

福岡市人権尊重のまちづくり条例  

第 3 条 (1) 差別等の禁止：何人も、人種、国籍、民族、信条、性別、

性的指向、性自認、障害、出身、その他不当な事由を理由とする差別

的取扱いをしてはならない。  

広島市  性的指向、性自認、インターネ

ット上の誹謗中傷  

広島市人権施策推進条例  

第 3 条  基本理念：性の多様性を尊重し、性的指向、性自認等を理由

とする不当な差別をなくすこと。  

第 6 条  市は、インターネット上の人権侵害、性の多様性を巡る課題

等、社会情勢の変化に対応した人権課題について、適切な施策を講ず

るものとする。  

名古屋市  性的指向、性自認、国籍、民

族、信条、社会的身分、出身

地、障害、その他  

名古屋市人権尊重のまちづくり条例  

第 3 条 (1) 差別等の禁止：何人も、人種、国籍、民族、信条、社会的

身分、出身地、性別、年齢、性的指向、性自認、障害その他の事由を

理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。  
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自治体名  規定している差別・人権課題  主な関連条文  

奈良市  人権文化のまちづくり、人権の

多様性  

奈良市人権文化のまちづくり条例  

（注：特定の差別を列挙する形式ではなく、人権文化の定着を目的と

する）第 1 条  本市における全ての市民が、互いに多様性を認め合

い、人権を尊重することで、誰もが安心して暮らすことのできる社会

を創ることに資するよう、人権文化のまちづくりを推進することを目

的とする。  

大和高田市  障害者差別、ヘイトスピーチ、

部落差別等あらゆる差別  

大和高田市障害者差別、ヘイトスピーチ、部落差別等あらゆる差別の

解消の推進に関する条例（注：名称が示す通り、具体的な差別を明記

している）  

第 1 条  この条例は、 ...障害者差別、ヘイトスピーチ、部落差別等あ

らゆる差別の解消を推進し、もって市民の人権意識の高揚と差別のな

い明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

大和郡山市  部落差別等あらゆる差別  大和郡山市人権擁護に関する条例  

第 1 条  この条例は、 ...部落差別等あらゆる差別をなくすための市及

び市民の責務等必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図

り、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的と

する。  

天理市  部落差別、ヘイトスピーチ  天理市部落差別の解消の推進に関する条例  

（注：ヘイトスピーチに特化した条例も別途制定している）  

天理市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を推進するた

め、本条例を制定し、人権意識の高揚と差別のない地域社会の実現を

目指す。  

橿原市  同和問題等  橿原市人権擁護に関する条例  

第 4 条  市は、市民の同和問題等についての人権意識の高揚を図るた

め、 ...啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁

護の社会的環境の醸成を促進するものとする。  
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自治体名  規定している差別・人権課題  主な関連条文  

桜井市  同和問題等  桜井市人権擁護に関する条例  

第 4 条  市は、市民の同和問題等についての人権意識の高揚を図るた

め、 ...啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁

護の社会的環境の醸成を促進するものとする。  

五條市  あらゆる差別  五條市人権擁護に関する条例  

第 1 条  この条例は、 ...市民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、も

って市民一人ひとりの参加による差別のない五條市の実現に寄与する

ことを目的とする。  

御所市  部落差別をはじめあらゆる差

別、女性、障害者、在日外国

人、高齢者、子ども  

御所市人権を大切にするまちづくりの推進に関する条例  

第 1 条  この条例は、 ...部落差別や女性、障害者、在日外国人、高齢

者、子どもなど、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりが人権を尊

び、明るく住みよい地域社会を築くための基本的事項を定め、もって

市民的な課題としての基本的人権を大切にするまちづくりの実現に寄

与することを目的とする。  

生駒市  部落差別等あらゆる差別  生駒市人権擁護に関する条例  

第 1 条  この条例は、 ...部落差別等あらゆる差別をなくすための市及

び市民の責務等必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図

り、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的と

する。  

香芝市  性別、年齢、人種、障がいがあ

ること、外国人  

香芝市人権尊重のまちづくり条例  

前文：性別、年齢、人種、障がいがあること等に起因する人権課題が

依然として存在する ...。  

葛城市  あらゆる差別  葛城市人権擁護に関する条例  

第 1 条  この条例は、 ...市民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、も

って市民一人ひとりの参加による差別のない、人権尊重の「まち」づ

くりの実現に寄与することを目的とする。  
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 女性  
性的指

向･自認  
障害者  部落  

老人  

年齢  
外国人  ヘイト  こども  アイヌ  HIV 

犯罪  

被害者  

川崎市  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○      

千葉県  ○  ○    ○  ○       

東京都   ○    ○        

北海道  ○  ○  ○   ○    ○  ○   ○  

横浜市  ○  ○  ○   ○  ○       

さいたま市  ○  ○  ○   ○  ○  ○      

福岡市  ○  ○  ○    ○  ○      

神戸市  ○  ○  ○          

広島市  ○  ○  ○          

名古屋市  ○  ○  ○   ○        

仙台市  ○  ○  ○   ○    ○  ○    

熊本市  ○  ○  ○   ○    ○     

奈良市   ○   ○   ○       

大和高田市    ○  ○    ○      

大和郡山市     ○         

天理市     ○    ○      

橿原市     ○         

桜井市     ○         

五條市     ○         

御所市  ○   ○  ○   ○   ○   ○   

生駒市     ○         

香芝市  ○     ○  ○       

葛城市     ○         

 


